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区際V'f.台におけるインド外突は世界の祝聴を集め，そ

の中立的立場に立つての活服は世界外交において大さな

役割りを果たしてきていることは周知のことであり，こ

れまでインド外交についての文j棋は内外ともに多く見ら

れる。しかし国際法の立掛から「インドをめぐる国際紛

争」の研究に従事した著書は皆無といってもよいであろ

う。

この布iの研究書の最初のものと考・えられる本告は，イ

ンドが当事者となった凶際紛争を法律的立場にたって解

明，分析し，インドのこれら引件に対する態度が常に一

貫した不変のものであるかどうかを評問せんとする目的

をもって｛！？治、れたものである。

著者 J.S. Bainsはデリー大学政治学部の別教J乏で‘あ
り， HansKe I sen, Josef Kunzなどに師事し， 1953:ii,.ミ

シガン大学から国際法の博士号を受けた。新進の学者と

してインド問際法学会，全インド政治学会の理事と Lて

fi!iY?ilしている。最近の：野作として DomesticJurisdiction 

and the Law of the United Nationsがある。

木＆の梢成は第 11~ 「南アフリカ述邦におけるインド

系人の待迎J，第27；£「イン 1.：・パキ；；..タン水利紛争J,

第 3寧「~十ムー・カシミー Jレ！日jJmJ，鰐 4 J;'i:「セイロン

におけるインド系人のmH国J，錦5寧「チベット紛糾」，

fn6j宮「中印四位紛争」， 節1m rインド倒域通過権事

件」， u~ sw 「ゴア解放」， tr~ 9 J(t：「号、f-{llli」の以1:9 Jrtか
らなっており，インドの過去，現荘において当而するほ

とんどすべての問題を取り扱っている。以下各間胞につ

いて内容を紹介してゆきたいと哩、うo
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南ア連邦におけるインド系人の待迎問題は間接述合創

設以来，論議をかさねてきた左こるの問題であるが，こ

の問題の検討は，国際法の中心概念をなす国家主権の器

本間屈に関するものとして：ill要であり，また近年このよ

うな種類の問題が数多く国際迎合に提出されているとこ
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ろから，同路迎合がこれに対していかなる態度を執って

いるかを知る上にもll義があるものである。

者者は，これに測する回路法学者，間際放判所，国際

述合の意見，判決， ・tl't行などを投討，分事行ーることによ

って市ア辿却の人種義別政策に関する本事件は濁際述合

において合法的に処理される事項であると，インド政府

の主張が支持されるべきことを述べ，問題の論議は，乎

続上のJ担件を充足さ・l会る「必要かつ適当なj措置によっ

て， j邸章節2糸7羽の制限によって妨げられぬこと，さ

らに国内管制椴事項はつねに相対的なものであり，関係

当事者がド！日を有利に導くためにそれ女解決することを

持されないものであるという。

そしてまた帯者は，この事件においては，主回事項に

凶してインドと南ア述邦とのあいだに条約が締結されて

いるのであるから，それはこれに類似するチュニス・モ

ロッコの国祁事件において常設国際司法裁判所が判決し

た問際先例広明らかなように，同際関心事となるこのよ

うな問題の場合に最終的決定の椴｜恨を有するのは世界機

榔であり，本事件に関してJYiァ連邦に国内管抑怖による

拒否権を行使させることは自己の原因に関して裁判官に

なることを許す’のと同じであり，これは裁判日体の其の

理念に反する，とする。

第2の問題であるイン i.:.パキスタン水別紛争はイギ

リスがイン lどからひきあげた後に践したill＃.の 1つであ

り，最近まで激しい論争を両凶問にとり弘、わした事件で

あるo その政諜合近代化L，工業生産をii正め先進国の仲

間入りをめざす両国にとっては，百R瓶および電力に用い

られる水はその経済成長，社会福祉のために不可欠の天

然資源であるといえるのであって，それゆえにこの水利

紛争が激Lく行なわれたのは当然すぎるといえばいえる

のである。このインダスホ利をめく．る両信！の紛争は19印

年のインダス水刺条約の締結によって終止符をうたれた

わけであるが，著者・は本条約について，この条約の成立

はインドに負うこと大であり，インドは致命的利益令犠

牲にして，パキスタンの利誌と希望を受け入れたのであ

るという。すなわちょインドはパキスタンが西側の同町

川の全水利を実質的に使用することと噛定期間中東側の

河川｜からの水利を利用することに合意した。これはバン

ジャブおよびラジャスタンの砂漠および乾地が水をきわ

めて必要主していることからして明らかな競歩である。

もしこのような誠歩合しなければ，同河川の権概利用は

イン！と良栄の長年の問題であった小去の欠乏の問題を解



決するに役立ちえたであろうと述べる。さらにパキスタ

ンの置換作栄場を建設するためのイングス流域開発基金

のために巨額の金銭を支払うことにfnj芯：し，インドの外

貨の枯渇に拍車をかけており， ζれらの前~J;:~:t. パキス

タンが本条約に認められた最大限13年の・回定wmaを延長

する可能性とともに，パキスタンを正倒的に布利にして

いると述べる。

闘際法の当該関係原則すなわち llarmon Doclrineに

よれば当然もっと有利な条約の締結が考えられるのであ

ることを指摘するとともに，このような不利な条約をあ

えて締結したのは法技術によってというより人道的考慮

から滋かれたものであると考・えることによって慰めうる

ことができるという。

こうして1960年のインダス水利条約が締結されること

によって，インド・パキスタンの友好関係をドllんでいた

一大陣容がとり除かれたわけであるが，この事件はもう

lつの紛争，すなわちカシミールm1:mの解決をJUJ待させ

るのである。

U! 3のカシミール｜日j氾jは阿国｜首！の友好凶係樹立の鍵と

なるべきものであるといえるが，本足iの法的アプローチ

においてつぎのlllJ脳が検討されるのである。

(1)1947年のインド独立法が災施される前の元の五段11<!

の地位はいかなるものであったか。（2）独立法随行の結果

として，主役閣は主権者となったか。もしそうであるな

らば国際法上いかなる権利，義務を得たか，またはそれ

はだれに対してか。（ゆジャムー・ブJシミール統治者はイ

ギりス為政者の撤退後イン Jtに加入する椛利があった

か。 ωもしありとすれば，その加入は効力を有するか。

(5）もしその回答・が肯定的であるとすれば，インド政府は

ジャムー・カシミール領域に関して，いかなる権利，義

務を得たか。（6）インドは国民投謀を行なう議務があるか，

もしあるとすれば，その迎・怖について立任を有するか。

そしてその系統的検討の結論として，著者はつぎのよ

うな見解を述べている0 ；） ャムー・ -j.JシミーJレ閣のイン

ド連邦加入が完全に有効で‘ありs したがって同国はイン

ドの領域の一部となってい芯。外国領位入は間際法逃反

行為であって，インドはパキスタンの侵略行為を防止す

る法作上の舵利を有する。またインドは閏民投票の提案

を拒絶する権利があるのであるが， 1948年， 1949年の国

述決議を受諾したのであるから，そのかさrりにおいてそ

れより生ずる義務に従わなければならない。そしてこの

議務はパキスタンが一定の条件を鳳・行したのちにはじめ
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て存在するのである。だがもしもインドのパキスタン舵

略の主張が認められるならば，それはパキスタンがまず

似目指をやめ，インド領域から撤退しなければならぬこと

を芯：味する。そうすると1948年8月13日の悶連決議はま

ったくぷ味を失うのであり，そうなると1949年1月51:l

の決議も完全tこ無効となる。それゆえ解決を求める恨拠

となっているこれら2つの決議はなんらの拘束力をもつ

ものではないと述べ，インド政府が一方ではパキスタン

の良時の停止を主張するとともに，他方でこれら決議に

拘束されると考えるごとは矛盾しているという。またパ

キスタンの行為は国際法において傾城変更手投として征

服を認めることに．ほかならぬものと非難している。

インドの独立以来，セイロンにおけるインド系人の問

題が，インド・セイロン両政府の関心事となっていた。

1947～48年および1953～54年これらの人々の将来に関し

て阿国首相問に持制な論議がかわされ， 1954年この議論

をかさねたl問題の解決措i丘を定める協定が調印された。

しかしインドはセイロンの同協定~施に闘し不臓を示

し，一方セイロンはインドの荷等弁務官その他の官吏の

Nchru-Kotlewala協定に必要とされる全国的協力の怠慢

を非難し，両政府は協定の実施に相互に不満を有し，！日j

組の尚足のゆく解決のため，閏述提訴という助きもみら

れている。ニの論争の主要点は，同協定にみられる州化

規定とそれに伴う無悶絡の問題であるが，同聞はいかに

して相手方にこれらの人々を押しつけるかが一番の問組

なのである。この点について著者は，セイロン政府のセ

イロン公民権をもたぬものは，自動的にインド政府の被

保護者になるという主張は，理論上まったく根拠のない

ことで，強力を用いてこのような立場を固執することは，

阿協定違反であ9セイロンはこのような行為に対して責

任を有するという論滋を展開する。

さて現在インドの国際紛争として世界の視聴を集めて

いるのはなんといっても中印国噴紛争であるといえよ

う。この紛争の原因の lつとなっているのは，インドが

チベットに対して強い関心を有し，ダライラマおよびそ

の一派のチベット人に対して庇越を与えたことであると

いわれている。そこで第5,Ti:においてはチベット事件の

発展を通じてみられた凶際法上の問題がとりあげられ

る。 1951年の17カ朱協定締結以来Jダライラマのチベッ

ト脱出，中印悶境IIIJ斑i，悶辿におけるチベット問題の決

議という一連の過程において，テベットの国際法上の地

8ラ
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位はいかなるものかについて，郭者は，どの国もグライ

ラマ政府に交戦団体の承認を与えることもなく，まして

国家承問、を与えることもなかった，という。国道i総会で

本問題が討論されたとき，このような拾位がとられるべ

まであるとの提案すらなく，議論は主権問家たるチペッ

トへの侵略行為という形ではなしもっぱら人材ふ法木

的自由の抑制に対する問胞に集中した。このことは， 1951

年協定の無効，とくにダライラマによる強迫による同協

定の締結という理出での臨来通告は問題にされておら

ず，テベット岡家として承認されていないことを述べる。

ただこの｜！日胞に関しでもっとも関心を有したインドはダ

ライラマの同協定路来通告後，チベットを主拙国家とし

て承認しようとすればできたのであったが，それは中叩

関係のの極度の恐化をおそれる政f質的JlJlEl3からとられな

かったことが誠切される。しかしインドがダライ・ラ？

およびその一派に庇誌を与えたことは国際法に反するも

のでないことは切らかである。これは中共にとっては製

ましくない行為かもしれぬが， j記惑に珂する国際法の凶

係規則によって合法とされるものであることが指摘され

る。だがそれにしても，この~JI：件にみられたチベット人

に対する中共の伐｝長さは市ア辿邦におけるインド系人の

益9JlJ待辿の問！凶以上に深刻かつ:TI:{大なものであったにか

かわらず，インドが後者・に対して長年にわたって示した

ような熱訟を示さず，消極的態度をとっていたことはそ

の評価を減ずるものであるという。

前者・1こ肉主任をずILてインドの当mi-tる却下の最大・の期；

問題である中印国境紛争は両国間lにニの数年ιわたって

滋しい泥試合な就けさせているが，同問はインド北辺の

国境3000マイ Jレにわたる周辺の・前域主張の擁；避のため糸

約，航行， trnw，分水線， i也形，効果的管』I古橋にもとづ

く論議を民IJFJしている。この前争におけゐインドの北京

国境における主張は， r.1・11剖およびチベットが明示も Lく

は黙認的に受け入れた糸約にもとづくものである。これ

らの条約は山岳地域の問説副定基準として認められてい

る分水線原則にもとづくものである。もちろん附際法は

この原則jに従うことの義務を負わせていないが，特定地

形によっで明示的に陪！偵団定がなされない場合f 分水線

原則が常に用いらるべきことを説いてい高。だが条約も

分水綜原則も適用されえぬ場合，当，法j也JIえのコントロー

Jレは効果的管制枕行使の原則によるべきであり，この｝.~

からして現紛争において，ラタラノ j也j或を除いて他の全

地域は中共の位入を許さぬことからも明らかなように，
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効＊的'Ltri1f椛を行使しており，それに対する主張は正当

に支持さるべきであるとされる。

ポルトガルのインド飢域通過権~JH＊は凶｜際司法裁：FUi9r

に拠出されて以来凶際法学殺の閣心境rひいてき・た~h：件で

ある。それは，本引件に出；辿して付随的立見の形式であ

るにせよ，同法判所によって:iltび領土に凶する崩｜怒法上

の・一般的J=.!.ff（：が発表されるであろうということくこれに

ついて裁：ドIJJ如氏杭極的見解を述ベなかった〉，またこのll!J

阻は植民地の問題であり，世界裁判所はヨーロッパの伝

統的同際法規則を適用してインドにおけるポルトガルの

植民地政策本ナ担当化するか，それとも新しい観点から闘

際法規を検討し，事態の変化および新生独立聞の要求に

応ずるかどうかということで関心がもたれた。国際司法

裁判所は，木市件において，ポルトガJレに）（｛し， 1954:fJ:.

において， Dadrn, Nagar-Avcliの月是v:f,n土とダマ：シ沿

岸広域・とのあいだおよび川飛び飢土HI!：こ介在するインド

領域のj凶j/!M＆を私人，文官および一般の貨物に関してat.
め，インドに対してば， ；f-' ）レトガJレが'.ii！隊，武装~月ト娯，

'1］（備品にl却しての泊j越権をもたないこと，またインドは

このような岡際法上の義務也‘反の行動をとらなかったと

判決した。若者は両者を満足させるようなこの判決はポ

Jレトガルに対してなんらの突質的利益を与えなかったと

いう。なぜなら，ポルトガルに認められた通過権は， r:11と

U：首i土に対するボルトガJl,(D主権行伎の必要の限度にお

いて，またイン J.：＇の』店舗および統制の制限内において」

認められるものであるからである。この間保の付加はボ

ルトカソレに与えた権利な無iこするに等しいのである。し

たがってこの判決は尖質的にはインドに有利に．ドされた

のであり，それは D:iclra,Nagar-Aveliの反乱後の新し

い事態を承認するものにほかならず，裁判所の新しいrn
際法観念の認識にもとづくよ二のアプυーナはとくに拡迎

さるべきものであると述べる。そして法は新生アジア・

アフリカ諮問の必要と利説にこたえ，こうしてこれら諸

凶は世界の法の支配に侶艇をj泣くことができる，と。

通過事件と同じくボルトガJレをt司手におこしたl司｜祭紛

争はいまだに工i：目に析しいゴアIH！切である。 1μJ.

J：るゴγへの進店？：は，｜司際社会に大きな波紋を投げ，こ

れまでのインドの非暴力をひょうぼうする外交政策に多

大の挺IUJをもたれ，インドを「侵略者J「狐のヨうどを活た

~jミ」 「国際関係におけるニ航路単の使用者」という非難

から，これをE当な行為と称揚するなどその反響はさま



ざまである。この若手件においてインドは悶際犯罪行為を

なしたのかどうかが当然に問胞となってくる。そしてこ

のような行為は悶際辿合の目的，原則に反するかどうか

がつまlこ問題にされよう。これについて著者は， 16世紀

初期のポルトプ＇f）レのゴア占聞は武；Jの不当な行使により

行なわれたものであり，これはこのような行為にまった

く合意しなかったインド国民に対する位略行為となるも

のであるoインド領域から舶民地主義を除くのにきわめ

て長期間を要したのは，それ以上の大規模をもってイン

ドに対して類似の行為を行なっていたイギリス帝悶主義・

がこれな保護したからであった。合法的権臥を与えるも

のとしての征服に関する典拠は古典医際法の中に見出し

えようとも，アツア・アフリカの新生独立国はこれによ

って拘束されぬものである。なぜならこれら新生独立国

は，丙欧帝・問主義の所.il[てaあったこのような法学に岡沼：

するな思はないからである。アジア・アフリカ諸区は平

等原貝ijの基盤の上に立って，このような規則の発展に参

加しておらず，似略行為の犠牲者としてこれら況別に従

わされたりである。平等原則の基挽の上に立ってアジア・

アフリカ諸国が参加した嗣際述合の国際法は征服に辿礎

を位く法に反対している。インドは独立以来民；院解放運

動を支持してきた。インドの凶際法の且！解は，グJレマす

なわち正しい珂！性の観念に;1｝」~躍をi尽くのである。ニのア

プローチにー致して，インドは正しい，そしてインドが

同店；を与えた規則にのみ合法性荷受け入れるのである。

コ’ア事件におけるインドの行為は，国際法逝反としての

抱民地主義を~：訴したものである。それはインドの立場

を法遵守国としてまた同辿1tU章の1m則の擁l遊者として尚

めるものであってもおとすものではないという。

以上の8意からの検討からし・c最終章の「評価Jにお

いて著者は，インドをめぐる国際紛争においてインドの

立場は国際法規にもとづきじゅうぶん械越されるもので

あると結論する。しかしイン：rはこれまで事件の討議に

おいて，法律より道徳的・政治的除拠にもとづくものが

多く，国際法規にもとづく討玲を道徳的・人道的考l低の

それのつぎにおいている。このようなアプローテは，す

すめらるべきでもあろうが，既存の権利を犠牲にしての

このような行為は，法の内容に混乱と手I；予測性をもちこ

むこと応なる。それゆえ凶際紛争の解決のためには民し

い法体の立拐を利用すべきで，それは望ましいというよ

り本質的なことがらであると指摘する。結局このような

アプローテがとられぬ 1つの理由は，当該関係者fこ岡際

書 評

yl,;の知識が欠除するからであって，そのな味からにもイ

ンドにおける悶除法の研究は緊急、の重要性をもつものな

ることを強調して木古を結んでいる。

山

以上が＊1!1のあらましであるが，若千問題になるのは，

これはインドだけではなく，一般に新生独立闘に共通の

i問j週となると忠われるのであるが，そj乱らi持悶の国際法・

に対する態度である。著者は新生独立悶は古典的国際法

は西ヨーロッパ帝国主義の所産であるから，これによっ

て拘束ーされない， 「インドの凶探法のJ!R解はダJレマすな

わち正しい理性の傾念に基礎を位くものである。このア

プローチにたいしてインドはEししりそしてインドが同

訟を与えた既j刊のみの合法性を受け入れる」 (p, 208～ 

9）という。しかし「正しいJという言誕の解釈に測して

ζれまでの自衛戦争等に見られた過去の経験が教えるよ

うに．それはつねに当該同家の利謎に結びついて行なわ

れるのである。それゆえ正しい規則とはいったいなにを

指すかが｜問題となるう。その主観的ならざる客観的な解

釈の必要はいうまでもなしその乱用は庖際法の軒定に

もなりかねない。若者は世界とくに新生独立匝に適用さ

れる出際法［江戸l阪迎合：i!i<I立－＜：あるというが，それは厳守告

にいえば，多数回問条約というべきものであって普迎的

間接法とはいえまい。とくに既存の同際法の者定は，同

際述合芸1,Jm盟国である中共との悶境紛争をめぐる法体論

議を闘燃とするように思われる。また国際迎合を通じて

の問題解決を強調する一方（たとえば第U;tの南ァ述邦

におけるインド系人の差別待迎！悶悶〉，｛由方ではカシ E

－；レ問題〈鰐31めについては，同問題に凶する安全保

附理事会の容。誕は問題の正しい取り扱いというよりは問

姐を混乱におとしいれるとのベ（p,62）国際辿合による

！日j胞の解決を拒絶する摘i滑にくみするなどなっとくのゆ

かない点がみられる。本世は，インドをめぐる紛争の企

部とはいかないまでもほとんどを取り扱っており，なか

には中印国~I問題などのようにそれ 1つをとりあげても

大著となる問題を合め，小ii日のためにこれらの事件につ

いての深い批判，分析がじゅうぶんなされえぬニとは否

めぬが，簡潔，明i慌に問題の~点を指摘し，これを分

析，批判しており， 定記者に up-to-elateなインドの国｜擦

問題の理解を与えるのに役だっ良若としてすすめられよ

う。

（アジア経済研究所瓶外派遣品 落合諒陸〉
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